
こども性暴力防止法の
施行等について

資料２．１



※ 本頁から４頁及び６頁は、こども家庭庁「こども性暴力防止法の施行に向けた検討状況」より抜粋。

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/80127231-8582-476e-a6e7-9347e725ed96/3617be8e/20251225_policies_child-safety_efforts_koseibouhou_13.pdf


（ガイドラインP15～24）





※ 雇用関係の書類のひな型（こども家庭庁掲載ＨＰ）： https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou

https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou


児童福祉法においては、保育士を任命し、又は雇用しようとするときは、データベースを活用するもの
とされています（児童福祉法第18条の36第３項）。こども性暴力防止法施行後は、内定前にデータベース
を活用したうえで、内定後にさらに犯罪事実確認を行う二段階の手続きを経ることになります。

採用時等におけるデータベースの活用と犯罪事実確認義務について

※こども性暴力防止法施行ガイドラインP206より



※

※ ＧビズＩＤの取得については、「2.2 こども性暴力防止法施行に伴う「GビズID」の事前取得について」参照

https://www.city.kawasaki.jp/450/cmsfiles/contents/0000182/182735/2.2siryou.pdf


こども家庭庁において、法の施行に向けて、法の内容等について解説する「こども性暴力防止法施行ガ
イドライン」（以下「ガイドライン」という。）を用意しています。保育所設置者の主な講ずべき措置と
ガイドライン掲載ページは、下表のご参照ください。

こども性暴力防止法施行ガイドライン

【保育所設置者が講ずべき安全確保措置】（保育所に関するものを抜粋・一部要約）

※ 次頁の「指針」と重複する措置については、既に実施済みの場合、同様の措置を講じる必要はないとされています。（ガイドラインP115）

ガイド
ライン

第
5
条

児童対象性暴力等を
把握するための措置

保育所設置者は、児童等との面談その他の保育士等による児童対象性暴力等が行われ
るおそれがないかどうかを早期に把握するための措置として内閣府令で定めるものを
実施しなければならない。

P129

第
7
条

児童対象性暴力等が
疑われる場合等に講
ずべき措置

保育所設置者は、保育士等による児童対象性暴力等が行われた疑いがあると認めると
きは、内閣府令で定めるところにより、その事実の有無及び内容について調査を行

わなければならない。また、 保育所設置者は、児童等が保育士等による児童対象性

暴力等を受けたと認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該児童等の保

護及び支援のための措置を講じなければならない。

P139

第
8
条

研修の実施
保育所設置者は、児童対象性暴力等の防止に対する関心を高めるとともに、そのため
に取り組むべき事項に関する理解を深めるための研修を保育士等に受講させなけれ

ばならない。

P118

防
止
措
置

第
6
条

犯罪事実確認の結果
等を踏まえて講ずべ
き措置

保育所設置者は犯罪事実確認に係る者について、その犯罪事実確認の結果、児童対象
性暴力等を把握した状況、児童等からの相談の内容その他の事情を踏まえ、その者に
よる児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めるときは、その者を保育士

等としてその本来の業務に従事させないことその他の児童対象性暴力等を防止す

るために必要な措置を講じなければならない。

P139

再
犯
防
止

第
4
条

犯罪事実確認義務等
保育所設置者は、保育士等としてその本来の業務に従事させようとする者について、
当該業務を行わせるまでに「犯罪事実確認書」による特定性犯罪事実該当者である

か否かの確認（以下「犯罪事実確認」という。）を行わなければならない。

P162

措
置

条

文
項目 内容

初
犯
防
止

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/80127231-8582-476e-a6e7-9347e725ed96/3414a8af/20260210_policies_child-safety_efforts_koseibouhou_42.pdf
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/80127231-8582-476e-a6e7-9347e725ed96/3414a8af/20260210_policies_child-safety_efforts_koseibouhou_42.pdf


保育士による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針

令和４年６月の児童福祉法の改正により、児童に性暴力等を行った保育士に対する登録取消しや再登録
の制限などの資格管理が厳格化されました。令和７年３月に策定された「保育士による児童生徒性暴力等
の防止等に関する基本的な指針」（以下「指針」という。）は、この改正を踏まえた、保育士による児童
生徒性暴力等に対処する施策推進を目的としたものです。

【関連資料】
〇 資料「4.3 保育士特定登録取消者管理システムについて」
〇 こども家庭庁「児童生徒等に対し性暴力等を行った保育士への厳正な対応について」
https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/tokuteihoiku

施策 項目 内容

児童生徒性暴
力等の防止

保育士に対する啓発
保育所等においては、全ての保育士の共通理解を図るため、効果的な研修の
工夫等の取組みの充実を図ること。

児童及び保護者に対
する啓発

児童及び保護者に対して、何人からも性暴力等により自己の身体を侵害され
ることはあってはならないこと、及び被害を受けた際の保護及び支援につい
て周知啓発に努めること。

その他
被害を未然に防止する観点から、環境の見直しによる密室状態の回避や組織
的な支援体制の構築など、予防的な取組等を強化すること。

児童生徒性暴
力等の早期発
見及び児童生
徒性暴力等へ
の対処

早期発見のための措
置及び相談体制の整
備

児童生徒性暴力等の早期発見のため、市町村及び保育所等は、保護者や保育
士に対する定期的なアンケート調査や相談の実施等により、被害を把握する
ための体制を整えること。

任命権者等による都
道府県への報告

任命又は雇用する保育士による児童生徒性暴力等の事実があると思料すると
きは、速やかにその旨を都道府県知事に報告しなければならない。

所轄警察署への通報
等

犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが
重要なものについては、任命権者等はためらうことなく所轄警察署と連携し
て対処すること。

保育士の任命
又は雇用

保育士の任命・雇用
時のデータベースの
活用等

保育士を任命し、又は雇用しようとするときは、国のデータベースを活用す
るものとすること。データベースの活用は、保育士の任命、雇用以外の用途
に活用してはならない。

【指針の主な内容】（保育所等に関するものを抜粋・要約）

https://www.city.kawasaki.jp/450/cmsfiles/contents/0000182/182735/4.3siryou.pdf
https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/tokuteihoiku


こども性暴力防止関係資料掲載ＨＰの案内（再掲）

● こども性暴力防止法
（学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律）

関係資料を掲載する、こども家庭庁のホームページは以下のとおりです。

事業者向けリーフレットや法令、ガイドライン、就業規則等の参考例、通知類の各種資料を掲載。

● こども性暴力防止法ガイドライン

法の内容、運用について詳細に解説するもの。

● こども性暴力防止について（概要）

法施行の概要を説明するこども家庭庁資料。（本資料は下記資料を参考に作成。）

● 保育士による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針

児童福祉法の改正に伴い、保育士による児童生徒性暴力等に対処する施策推進を目的としたもの。

https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/tokuteihoiku

https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou

https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou

こども性暴力防止法施行ガイドライン（PDFリンク）

こども性暴力防止法の施行に向けた検討状況について（PDFリンク）

今後、こども家庭庁HP等に掲載される予定。

※ こども性暴力防止法に関するＱ＆Ａ

https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/tokuteihoiku
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/80127231-8582-476e-a6e7-9347e725ed96/3414a8af/20260210_policies_child-safety_efforts_koseibouhou_42.pdf
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/80127231-8582-476e-a6e7-9347e725ed96/3617be8e/20251225_policies_child-safety_efforts_koseibouhou_13.pdf
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